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長野県告示第232号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、長野県立総合リハビリテーションセンターの診療

費等の徴収事務を次のとおり委託しました。

　　令和４年５月２日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　受託者住所

　　東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

２　受託者氏名

　　株式会社ニチイ学館

３　委託期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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